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（国立社会保障・人口問題研究所（平成 30(2018)年 3 月推計）） 

 
 
 

 
【参考】 

            
 
 
 
 
 
 

   （三木市住民基本台帳より各年 4月 1日現在の数） 

三木市の子ども（５～１４歳）の人数推移 

三木市の子ども（０～１４歳）の人数推移  

資料１ 

５歳 ６歳 ７歳 ８歳 ９歳 １０歳 １１歳 １２歳 １３歳 １４歳 計

平成３０年
（2018）

587 638 574 577 619 617 672 606 682 688 6,260

平成２５年
（2013）

597 672 627 688 691 693 726 741 744 791 6,970

平成２０年
（2008）

697 705 741 763 798 792 800 792 760 792 7,640

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 計

平成３０年
（2018）

461 521 534 559 587 2,662

平成２５年
（2013）

530 591 533 562 632 2,848

平成２０年
（2008）

523 633 598 661 667 3,082



【　小学校　】 【　中学校　】

H35 H30 H35 H41

○ 1 三樹小 332 各学年2ｃｌ 282 ○ 1 三木中 359 328 423

○ 2 平田小 334
1年3ｃｌ、
他は2ｃｌ 464 ○ 2 三木東中 394 320 243

○ 3 三木小 313
各学年2ｃｌ

286 ○ 3 別所中 143 162 128

○ 4 別所小 315 各学年2ｃｌ 308 ▲ 4 志染中 45 40 27

▲ 5 志染小 66 各学年1ｃｌ 56 ▲ 5 星陽中 43 64 49

▲ 6 口吉川小 56
5､6年複式、
他は1ｃｌ 54 ○ 6 緑が丘中 381 374 263

▲ 7 豊地小 54
2,3年複式、
他は1ｃｌ 56 ○ 7 自由が丘中 416 356 311

○ 8 緑が丘小 323 各学年2ｃｌ 288 △ 8 吉川中 136 125 097

○ 9 緑が丘東小 433
1,6年3ｃｌ、
他は2ｃｌ 332 1,917 1,769 1,541

○ 10 自由が丘小 457
3年2ｃｌ、
他は3ｃｌ 406

○ 11 自由が丘東小 286 各学年2ｃｌ 255

○ 12 広野小 447
1,2,3年2ｃｌ、
他は3ｃｌ 347

▲ 13 中吉川小 81 各学年1ｃｌ 61

▲ 14 東吉川小 63 各学年1ｃｌ 52

▲ 15 上吉川小 36
2,3年、4,5年
複式 40

▲ 16 みなぎ台小 60 各学年1ｃｌ 54

3,656 3,341

○ 各学年のすべてで2学級以上ある学校
△ 学年によっては1学級が混在する学校
▲ 各学年のすべてが1学級の学校

(平成30年度当初)

合計

合計

H30

※　今後の生徒数は「住民基本台帳（校区別・年齢別
　　平成29年4月2日現在）」より算出

児童生徒の現在数と今後の予想数

資料２
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公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関する手引き 

～少子化に対応した活力ある学校づくりに向けて～  

（ 文部科学省 平成 27 年 1 月 27 日 ） 

 

 

 

 

 

〇 学校の特質：集団の中で、多様な考えに触れ、認め合い、協力し合い、切磋琢磨する

ことを通じて、一人一人の資質や能力を伸ばしていく。 

⇒ 小・中学校では一定の集団規模が確保されていることが望ましい。 

 

〇 各市町村が地域の実情に応じて学校規模適正化を検討。 

 ⇒ ５学級以下の小規模校は減少、標準規模の学校は増加傾向（統廃合が進んでいる） 

 

〇 地域コミュニティの衰退、三世代同居の減少、共働き世帯や一人親世帯の増加、世帯

当たりの子どもの数の減少→子どもの社会性育成機能の弱体化 

 ⇒ 学校が小規模であることに伴う課題が一層顕在化 

 

〇 交通機関の通学への活用増加（スクールバス、路線バス、コミュニティバス 等） 

 

 

〇 教育的な観点 

児童生徒の教育条件の改善の観点を中心に据え、学校教育の目的や目標をより良く実

現するために適正化を検討 

 

〇 地域コミュニティの核としての性格への配慮 

  学校教育の直接の受益者である児童生徒の保護者や将来の受益者である就学前の子ど

もの保護者の意見を重視しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得る 

 

 

〇 学校が小規模であることのメリットを最大化し、デメリットを最小化する工夫を計画

的に講じる必要 

 

  

１ 学校規模の適正化が課題となる背景 

２ 学校規模の適正化に関する基本的な考え方 

３ 地理的要因や地域事情による小規模校の存続 

学校規模適正化の背景 

資料３ 
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・ クラス替えが全部又は一部の学年でできない 

・ クラス同士が切磋琢磨する教育活動ができない 

・ 加配なしには、習熟度別指導などクラスの枠を超えた多様な指導形態がとりにくい 

・ クラブ活動や部活動の種類が限定される 

・ 運動会・文化祭・遠足・修学旅行等の集団活動・行事の教育効果が下がる 

・ 男女比の偏りが生じやすい 

・ 上級生・下級生間のコミュニケーションが少なくなる、学習や進路選択の模範となる先輩

の数が少なくなる 

・ 体育科の球技や音楽科の合唱・合奏のような集団学習の実施に制約が生じる 

・ 班活動やグループ分けに制約が生じる 

・ 教科等が得意な子どもの考えにクラス全体が引っ張られがちとなる 

・ 生徒指導上課題がある子どもの問題行動にクラス全体が大きく影響を受ける 

・ 児童生徒から多様な発言が引き出しにくく、授業展開に制約が生じる 

・ 教員と児童生徒との心理的な距離が近くなりすぎる 

・ 教員に特別な指導技術が求められる 

・ 複数学年分や複数教科分の教材研究・指導準備を行うことになるため、教員の負担が大き

い 

・ 単式学級の場合と異なる指導順となる場合、単式学級の学校への転出時等に未習事項が生

じるおそれがある 

・ 実験・観察など長時間の直接指導が必要となる活動に制約が生じる 

・ 兄弟姉妹が同じ学級になり、指導上の制約を生じる可能性がある 

 

 

 

 

 

(1) 検討の際に考慮すべき観点 

 〇 標準は「12 学級以上 18 学級以下」であるが「特別の事情がある時はこの限りでは

ない」という弾力的なものとなっていることに留意 

 〇 具体的にどのような教育上の課題があるのかを考える必要 

 〇 学級数に加え、1 学級あたりの人数、将来の推計を総合的に検討 

 

(2) 学級数に関する視点 

 ① 学級数が少ないことによる学校運営上の課題 

 （複式学級の課題） 

 

 

 

 

１ 学校規模の適正化 

適正規模・適正配置について 
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・ 児童生徒同士の人間関係や児童生徒と教員との人間関係に配慮した学級編成ができる 

・ 児童生徒を多様な意見に触れさせることができる 

・ 新たな人間関係を構築する力を身に付けさせることができる 

・ クラス替えを契機として児童生徒が意欲を新たにすることができる 

・ 学級同士が切磋琢磨する環境を作ることができる 

・ 学級の枠を超えた習熟度別指導や学年内での教員の役割分担による専科指導等の多様な指

導形態をとることができる 

・ 指導上課題のある児童生徒を各学級に分けることにより、きめ細やかな指導が可能となる 

・ バランスのとれた教職員配置やそれらを生かした指導の充実が困難となる 

・ 教師個人の力量への依存度が高まり、教育活動が人事異動に過度に左右されたり、教員数

が毎年変動することにより、学校経営が不安定になったりする可能性がある 

・ 児童生徒の良さが多面的に評価されにくくなる可能性がある、多様な価値観に触れさせる

ことが困難となる 

・ ティーム・ティーチング、グループ別指導、習熟度別指導、専科指導等の多様な指導方法

をとることが困難となる 

・ 教職員一人当たりの校務負担等が重く、校内研修の時間が十分確保できない 

・ 学級数や学級当たりの人数が大きく異なる場合、教員間に負担の不均衡が生じる 

・ 平日、校外研修や他校で行われる研究協議会等に参加することが困難となる 
・ 教員同士が切磋琢磨する環境を作りにくく、指導技術の相互伝達がなされにくい 
・ 学校が直面する課題に組織的に対応することが困難な場合がある 
・ 免許外指導の教科が生まれる可能性がある 
・ クラブ活動や部活動の指導者の確保が困難となる 

・ 集団の中で自己主張をしたり、他者を尊重する経験を積みにくく、社会性やコミュニケー

ション能力が身に付きにくい 

・ 児童生徒の人間関係や相互の評価が固定化しやすい 

・ 協働的な学びの実現が困難となる 

・ 教員それぞれの専門性を生かした教育を受けられない可能性がある 

・ 切磋琢磨する環境の中で意欲や成長が引き出されにくい 

・ 教員への依存心が強まる可能性がある 

・ 進学等の際に大きな集団への適応に困難をきたす可能性がある 

・ 多様なものの見方や考え方、表現の仕方に触れることが難しい 

・ 多様な活躍の機会がなく、多面的な評価の中で個性を伸ばすことが難しい 

 （複数学級編成ができる場合） 

② 教職員数が少なくなることによる学校運営上の課題 

③ 学校運営上の課題が児童生徒に与える影響 
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・ 運動会・文化祭・遠足・修学旅行等の集団行動・行事の教育効果が下がる 

・ クラス内で男女比の偏りが生じやすい 

・ 体育科の球技や音楽科の合唱・合奏のような集団学習の実施に制約が生じる 

・ 班活動やグループ分けに制約が生じる 

・ 協働的な学習で取り上げる課題に制約が生じる 

・ 教科等が得意な子どもの考えにクラス全体が引っ張られがちとなる 

・ 児童生徒から多様な発言が引き出しにくく、授業展開に制約が生じる 

・ 教員と児童生徒との心理的な距離が近くなりすぎる 

・ 今後求められる教育活動（主体的・対話的で深い学び）を充実させることが困難になる 

・ クラブ活動や部活動の種類が限定される 

・ 運動会・文化祭・遠足・修学旅行等の集団活動・行事の教育的効果が下がる 

・ 学校全体として男女比の偏りが生じやすい 

・ 上級生・下級生間のコミュニケーションが少なくなる、学習や進路選択の模範となる先輩

の数が少なくなる 

・ 学校行事等において、係や役割分担のない子どもが現れる可能性があるなど、一人一人が

活躍する場や機会が少なくなる場合がある 

・ 集団生活において同学年の結び付きが中心となり、異学年交流の機会が設定しにくくなる

場合がある 

・ 同学年でもお互いの顔や名前を知らないなど、児童生徒間の人間関係が希薄化する場合が

ある 

・ 教員集団として、児童生徒一人一人の個性や行動を把握し、きめ細かな指導を行うことが

困難であり、問題行動が発生しやすい場合がある 

・ 児童生徒一人当たりの校舎面積、運動場面積等が著しく狭くなった場合、教育活動の展開

に支障が生じる場合がある 

・ 特別教室や体育館、プール等の利用に当たって授業の割り当てや調整が難しくなる場合が

ある 

・ 学校運営全般にわたり、校長が一般的なマネジメントを行ったり、教職員が十分な共通理

解を図ったりする上で支障が生じる場合がある 

④ 望ましい学級数の考え方 

  〇 小学校：１学年２学級以上（全体で 12 学級以上） 

  〇 中学校：１学年２学級以上（全体で６学級以上） 

 

 

(3) 学級の児童生徒数及び学校全体の児童生徒数 

 ① 学級における児童生徒数が極端に少なくなった場合の課題  

② 学校全体の児童生徒数が極端に少なくなった場合の課題 

(4) 大規模校及び過大規模校の課題 
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(1) 通学距離 

小学校：おおむね４㎞以内、中学校：おおむね６㎞以内 が目安 

（スクールバス導入時は、この限りではない） 

(2) 通学時間 

おおむね 1 時間以内 

  （長時間通学によるデメリットの解消につとめること） 

 

 

 

 

 

２ 学校の適正配置（通学条件） 

参考  法令等から見た適正規模 
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学校の教育環境を整備するための手法 
 
１ 学校選択制 

小規模校を廃校とし、市が指定した複数の近隣学校の中から児童生徒

の希望する学校に進学すること。 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メリット デメリット 
① 居住地、学校規模、部活動等を考

慮して、個人のニーズに合った学校

を選べる。 

 

② 一定規模の学校で学ぶことによ

り多様な考えや意見に触れること

ができ、社会性がより育まれる。 

 

③ 一定規模の学校で学ぶことによ

り切磋琢磨する環境の中で、意欲や

能力の向上が図られる。 

① 通学距離が長くなり、登下校の

安全面に配慮する必要がある。 

 

② 同じ地域に居住している児童生

徒が、異なる学校に通学する場合

がある。 

 

③ 児童生徒の通学校が異なること

から、地域とのつながりが薄くな

る可能性がある。 

 

④ 全市的に実施した場合、児童生

徒数に偏りが生じる可能性があ

り、学校規模の均一化が図れず、

小規模校を解消する効果的な方法

とはならない。 

Ａ学校 

廃校 

Ｂ学校 Ｄ学校 Ｃ学校 

選   択 

校区の学校は廃校となる。進学を希望する学校を、市が指定する複

数の近隣学校から選ぶ。 

資料４ 
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２ 学校統合 

一定規模の集団を確保するために、２校以上の学校を統合して、１つ

の学校にすること。統合には、様々な方法がある。 
 

メリット デメリット 
① 一定規模の集団の中で、中学校教

育で重視している「切磋琢磨を通じ

た社会性の育成」や「多様な価値観

の理解」を図ることができる。 

 

② 体育祭などの学校行事や音楽活

動、部活動等の集団教育活動の活性

化を図りやすい。 

 

③ クラス替えにより、人間関係の固

定化を緩和できる。 

① 小規模校と比較して、きめ細や

かな指導ができにくい。 

 

② 校区が広くなるため、地域の

方々や団体に協力を得る教育活動

が行いにくい。 

 

③ 遠距離通学が増え、登下校の安

全面へ配慮する必要がある。 

 

④ 一時的に小規模校は解消され

るが、児童生徒数の減少に伴い、

複数回統合する必要が出て来る

可能性がある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(例)1 つの学校に吸収統合 

統合 

Ａ学校 

Ｂ学校 

廃校 

統合 

(例)統合して新たな学校を新設 

廃校 

Ａ学校 

Ｂ学校 

廃校 

Ｃ学校 

２つの学校のうち１つを廃校とし、他方の学校

の校舎を活用して統合する。 

２つの学校ともに廃校とし、新たな学校を

新設する。 

。 
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３ 小中一貫校 

小学校からの中学校まで９年間を通して系統的に教育活動を行う学校

のこと。小中一貫校には色々な型があり、同じ校舎で学習する「一体型」、

異なる校舎で学習するが行事等を合同で行ったりする「分離型」などが

ある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メリット デメリット 

① ９年間、系統的に子どもの育成が

図られ、小学生と中学生がともに学

び合う活動が行いやすくなる。 

 

② 小学校から中学校に進学する際

の不安が軽減できる。 

 

③ 地域行事に合同で参加する等、学

校と地域の連携が促進される。 

① 固定的な人間関係が、９年間続

く。 

② 分離型の場合、一貫校のメリッ

トの多くが生かしきれない。 

 

【小規模校同士の場合】 

③ 学年、学級の生徒数が増えるわ

けではないので、小規模の課題は

根本的に解決されない。 

④ 中学校の部活動における少人数

問題を解決できない。 

 

(例)小学校と中学校が同じ校舎（一体型） 

廃校 

Ａ小学校 

Ｂ中学校 

廃校 

 

Ｃ小中一貫校 

一貫校 

Ａ小学校、Ｂ中学校を廃校とし、新

たな校舎にＡ小学校とＢ中学校の２

つの学校が入る。学年は小中を通し

て、１年生から９年生となる。 

(例)小学校と中学校が別の校舎（分離型） 

Ａ小学校 

Ｂ中学校 

 一貫校 

Ｂ中学校 

Ａ小学校 
交
流 

Ａ小学校、Ｂ中学校は現

状のまま残し、行事等を小

学校と中学校が合同で行っ

たり、交流授業を行ったり

する。学年は小中を通して、

１年生から９年生となる。 
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４ 義務教育学校（施設一体型） 

小学校から中学校までの９年間の課程を一体化した学校のこと。小中

一貫校に比べ、より連続性を持って子どもの資質や能力の育成を図るこ

とができる。前期課程（小学校相当）と後期課程（中学校相当）で異な

る校舎で学習する「施設分離型」もあるが、同じ校舎で学習する「施設

一体型」が合理的である。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メリット デメリット 
① ９年間の一貫した教育（カリキュ

ラムの早期化、柔軟化）により、三

木市の特色を生かした子どもの育

成が図りやすくなる。 

 

② 適正規模の集団の中で、新たな時

代を生き抜くための資質、能力の育

成が図られやすい。 

 

③前期課程（小学校相当）から後期課

程（中学校相当）に進級する際の不

安が軽減できる。 

 

④ 小学生と中学生の交流が生まれ、

発達段階に応じて、社会性の育成が

図られる。 

① 統廃合を伴う場合、通学距離が

長くなる。 

 

② 固定的な人間関係が、９年間続

く。 

 

③ 現存施設を利用する場合は、体

育館や運動場などの使用で、利用

に制限が出る場合がある。 

 

④ 施設等の整備や教員の配置（教

員免許）に調整を要する。 

(例)施設一体型の義務教育学校 
廃校 

Ａ小学校 

Ｂ小学校 

Ｃ小学校 

Ｄ中学校 

Ｅ中学校 

廃校 

 

Ｆ義務教育学校 

廃校 

廃校 

廃校 

Ａ小学校、Ｂ小学校、Ｃ小学校、Ｄ中学校、Ｅ

中学校を廃校とし、新たな校舎にＡ～Ｅの５つの

学校が入る。 

学年は小中を通して、１年生から９年生となる。 


